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65歳以上の人へ　介護保険料   納入通知書は届きましたか？
　

平
成
28
年
度
の
保
険
料
の
額
は
平
成
27
年
1

月
～
12
月
ま
で
の
本
人
の
所
得
状
況
と
世
帯
員

の
住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
確
定
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
の
徴
収
方
法
や
金
額
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
条
件
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
当
広
域
連

合
か
ら
発
送
し
ま
し
た
「
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
（
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
）」
の
内
容

を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
の
納
入
通
知
書
は
7
月
11
日
に
送
付

し
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ん
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
保
険
料

は
、
介
護
保
険
を
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な
財

源
で
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
に
、
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ

う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

あ
な
た
の
保
険
料
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

　

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基
準

額
」
を
基
に
、
み

な
さ
ん
の
所
得
に

応
じ
て
決
ま
り
ま

す
。

※老齢福祉年金……�明治４４年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や

他の年金を受給できない人に支給される年金です。

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

はい

いいえいいえいいえいいえいいえ
いいえ

はい

あ
な
た
が
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る

同
じ
世
帯
に
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

老
齢
福
祉
年
金
を

受
給
し
て
い
る

はい

はい

前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
80万円以下

前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
120万円以下

前
年
の
合
計
所
得
は
？

前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
80万円以下

はい

いいえ

はい

800万円以上

400万円以上 800万円未満

290万円以上 400万円未満

190万円以上 290万円未満

120万円以上 190万円未満

80万円以上 120万円未満

80万円未満

み
ん
な
で

　
　
支
え
る
介
護
保
険
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65歳以上の人へ　介護保険料   納入通知書は届きましたか？

※合計所得金額……�収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費

控除などの所得控除をする前の金額です。

所得段階 対    象   者 保険料率
保 険 料
（上段：年額）
（下段：月額）

第１段階
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税者であって老齢福祉年金受給者
または「合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下（年間）」を
満たす人

0.50
↓

（公費負担）
↓
0.45

31,320円
2,610円

第２段階 世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当せず、「合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下（年間）」を満たす人 0.70

48,720円
4,060円

第３段階 世帯全員が市民税非課税者であって、上記に該当しない人 0.75
52,200円
4,350円

第４段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で「合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下（年間）」を満たす人 0.90

62,640円
5,220円

第５段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で上記に該当しない人
1.00

（基準額）
69,600円
5,800円

第６段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が80万円未満の人 1.10
76,560円
6,380円

第７段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が80万円以上120万円未満の人 1.20
83,520円
6,960円

第８段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 1.30
90,480円
7,540円

第９段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 1.50
104,400円
8,700円

第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が290万円以上400万円未満の人 1.70
118,320円
9,860円

第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上800万円未満の人 1.80
125,280円
10,440円

第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が800万円以上の人 2.00
139,200円
11,600円

65歳以上の人の介護保険料

介護保険料の決め方

基準額
の設定

　平成27年度から29年度までの3年間の介護保険サービスにかかる費用などの見込額を
基に、坂井地区内の65歳以上の人数で割って、保険料の基準となる額を算出します。

坂井地区の介護保険
サービスにかかる費用

約320億円

65歳以上の人の
負担割合

22％

坂井地区内の65歳
以上の人数（3年間）

約10万人

基準額
（年額）

69,600円
× ÷ ＝
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介護保険で利用できる在宅サービスとは？
相
　
　
談

・居宅介護支援（介護予防支援）
　　�ケアマネジャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介

護サービスを利用できるよう支援します。

自
宅
を
訪
問

�

し
て
も
ら
う

・訪問介護（介護予防訪問介護）
　　ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

・訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）
　　移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

・訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）
　　リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。

医
師
の

�

指
導
の
も
と
で

・居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）
　　�医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、

薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

・訪問看護（介護予防訪問看護）
　　�看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

施
設
に
通
う

・通所介護（介護予防通所介護）
　　�デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が

日帰りで受けられます。

・通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）
　　�介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが

受けられます。

短
期
間

�

施
設
に
泊
ま
る

・短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）
　　�介護老人福祉施設などに短期間入所して食事・入浴などの介護や

機能訓練が受けられます。

・短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）
　　�介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能

訓練が受けられます。

施
設
に
入
っ
て

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

・特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）
　　�有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。

　　�食事・入浴などの介護や機能訓練が受

けられます。
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代
官
山
斎
苑
を
小
さ
な
お
葬
式
（
家
族
葬
な
ど
）
や
直
葬
の

会
場
と
し
て
、
利
用
で
き
ま
す
。
申
込
み
は
葬
儀
社
を
通
し
て

行
っ
て
下
さ
い
。

小
さ
な
お
葬
式
（
家
族
葬
な
ど
）

・
通
夜
式
お
よ
び
告
別
式
を
行
い
ま
す
。

・
式
場
と
し
て
待
合
室
（
洋
室
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

・
宿
泊
は
待
合
室
（
和
室
）
を
利
用
し
て
可
能
で
す
。

・
火
葬
は
当
施
設
に
て
執
り
行
い
ま
す
。

・
夜
間
警
備
員
を
配
置
い
た
し
ま
す
。

直
　
葬　

・
通
夜
式
お
よ
び
告
別
式
を
行
い
ま
せ
ん
。

・�

火
葬
時
間
ま
で
、
ご
遺
体
の
安
置
場
と
し
て
待
合
室

（
洋
室
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

・
宿
泊
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
火
葬
は
当
施
設
に
て
執
り
行
い
ま
す
。

法
　
要　

　

・�

法
要
の
会
場
と
し
て
待
合
室
（
洋
室
・
和
室
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

☎
代
官
山
斎
苑　

８
１
ー
９
７
７
７　

■
使
用
許
可
の
要
件

　

１　

�

あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
三
国
町
の
い
ず
れ

か
に
お
住
ま
い
の
方

　

２　

�

あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
三
国
町
の
い
ず
れ

か
に
本
籍
ま
た
は
墓
地
の
あ
る
方

■
使
用
料
と
維
持
費

※�

使
用
許
可
の
要
件
２
に
該
当

す
る
方
は
、
こ
の
使
用
料
、

維
持
費
が
上
記
の
２
割
増
と

な
り
ま
す
。

※�

使
用
料
は
、
永
代
使
用
料
で

す
。

※�

維
持
費
に
つ
い
て
は
、
永
代

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
条
例
な

ど
の
変
更
に
よ
り
お
さ
め
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

■
使
用
者
お
よ
び
住
所
な
ど
の
変
更

　

墓
地
の
使
用
者
名
や
住
所
な
ど
に
変
更
が
あ

る
と
き
、
墓
地
の
使
用
許
可
証
を
紛
失
し
た
と

き
は
、
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
手
続
き

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
と
申
込
先

　

総
務
課　

衛
生
係

　
　

☎
９
１
‐
３
３
０
８
（
直
通
）

◉�

す
く
す
く
さ
か
い

　（
汚
泥
発
酵
肥
料
）
を

　
販
売
し
て
い
ま
す
。

・
販
売
価
格　

１
袋
税
込
１
０
０
円

　
　
　
　
　
　

内
容
量
15
㎏

　
　
　
　
　
　
　

（
１
人
５
袋
ま
で
）

・
配
布
日
時　

毎
週
火
曜
日
、
木
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
　

９
時
～
12
時

　
　

※�

４
月
１
日
よ
り
配
布
時
間
が
９
時
～

12
時
に
変
更
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

・
申
込
方
法　

�

予
め
電
話
で
の
予
約
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

・
問
い
合
せ
先　

さ
か
い

　
　
　
　
　
　
　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

☎
７
２
‐
２
２
０
０

代
官
山
墓
地
使
用
者
を

�

受
け
付
け
し
て
い
ま
す

さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

�

か
ら
の
お
知
ら
せ

（平成28年６月 30日現在）

区画区分 使 用 料 維 持 費 残区画数

4.0㎡（2ｍ×2ｍ） 172,000円 31,000円 51区画

6.0㎡（2ｍ×3ｍ） 228,000円 37,000円 64区画

肥料の成分状況
（平成28年6月15日分析）

成　分 基準値 測定値

窒 素 ３.３％ ４.５％

リ ン ４.７％ ３.５％

カ リ ウ ム ０.５％未満 ０.２５％

窒素炭素比 ５ ６

※�窒素、リン、炭素窒素比の基準は�
あくまでも目安です。

小
さ
な
お
葬
式
が
で
き
ま
す

▶︎
イ
メ
ー
ジ
（
洋
室
）

▶︎
和
室

低価格
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第
54
回
広
域
連
合
議
会
定
例
会
が
7
月
27
日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
回
は
、
10
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
承
認
お

よ
び
可
決
並
び
に
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

坂
井
市
の
組
織
替
え
に
伴
う
議
長
お
よ
び
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

議
長
に
佐
藤
寛
治
議
員
、
副
議
長
に
吉
田
太
一
議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。
議
会
運
営
委
員
の
選
任
も
行
わ
れ
、
委
員
長
に
毛
利
純
雄
議
員
、
副

委
員
長
に
吉
川
貞
明
議
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
監
査
委
員
の
選

任
も
行
わ
れ
、
議
会
か
ら
渡
辺
竜
彦
議
員
と
識
見
を
有
す
る
者
か
ら
髙
橋

瑞
峰
氏
（
あ
わ
ら
市
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
の
と
お
り
、
２
名
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

◆ 

上
程
議
案 

◆

　

◉�

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
の
専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
４
件

　

◉�
平
成
28
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
他
２
件
が
可
決

　
　
　

一
般
会
計
予
算　

歳
入
歳
出
総
額　

２
億
２
，
７
５
１
万
７
千
円

　
　
　

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算　

歳
入
歳
出
総
額

　

１
１
１
億
５
，
１
２
８
万
６
千
円

　
　
　

代
官
山
墓
地
特
別
会
計
予
算　

歳
入
歳
出
総
額

　

２
３
８
万
９
千
円

　

◉�

坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

◉�

坂
井
地
区
広
域
連
合
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
２
件

◆
一
般
質
問 

◆

■ 

畑
野　

麻
美
子 

議
員 

■

　
　
　

介
護
保
険
滞
納

　
　
　
　
　
　

処
分
に
つ
い
て

①�　

滞
納
処
分
（
差
し
押
さ
え
な
ど
）
総
額
と
内
容
、
個
別
の
理

由
に
つ
い
て

②�　

滞
納
者
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
、
健
康
面
な
ど
の
状
況
把
握
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
。

③�　

構
成
市
の
生
活
相
談
窓
口
と
の
連
携
を
す
べ
き
。

　
　
　

事
務
局
長

①�　

介
護
保
険
料
の
滞
納
状
況
は
６
月
末
で
８
７
９
人
、
約
６
，
５
０
０
万

円
で
す
。

　

�　

こ
れ
ら
は
、
65
歳
に
到
達
さ
れ
た
人
が
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
ま

で
の
期
間
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
27
年
度
か
ら
の
取
組
み

と
し
て
、
65
歳
到
達
者
の
み
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
滞
納
の
お
知
ら
せ

で
あ
る
催
告
書
か
ら
特
別
催
告
書
発
送
ま
で
の
期
間
を
短
縮
し
、
金
額

が
少
な
い
う
ち
に
支
払
え
る
よ
う
手
続
き
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

　

�　

そ
の
結
果
、
差
押
え
は
、
平
成
26
年
度
は
45
件
、
総
額
約
２
３
９
万

円
で
し
た
が
、
平
成
27
年
度
に
は
17
件
、
総
額
で
約
77
万
円
と
前
年
度

よ
り
も
減
少
し
ま
し
た
。

　

�　

差
押
え
の
対
象
財
産
は
、
預
貯
金
や
生
命
保
険
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②�　

窓
口
に
問
合
わ
せ
の
あ
っ
た
人
に
は
、
滞
納
理
由
や
可
能
な
納
付
額

な
ど
を
確
認
し
、
相
談
の
上
、
分
割
納
付
な
ど
実
情
に
応
じ
た
支
払
方

法
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

�　

し
か
し
、
再
三
の
督
促
や
催
告
通
知
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
絡
や
納

付
が
な
い
人
に
は
、
一
定
の
手
続
き
を
行
っ
た
う
え
で
差
押
え
を
執
行

し
て
い
ま
す
。

　

�　

滞
納
の
理
由
は
様
々
で
す
が
、
差
押
え
執
行
後
の
問
合
せ
で
は
、「
納

付
通
知
を
見
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
内
容
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。

　

�　

ま
た
、
実
際
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
訪
問
は
適

当
で
は
な
い
と
考
え
、
滞
納
者
へ
の
個
別
訪
問
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

③�　

分
割
で
も
保
険
料
納
付
が
困
難
で
、
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
人
に
は
、

担
当
課
で
の
相
談
を
は
じ
め
、
適
宜
、
生
活
相
談
や
消
費
者
相
談
セ
ン

タ
ー
窓
口
を
紹
介
す
る
な
ど
、
実
情
に
応
じ
た
対
応
に
務
め
て
い
ま
す
。

　

�　

ま
た
、
本
人
が
心
身
等
の
都
合
に
よ
り
窓
口
に
出
向
か
れ
な
い
よ
う

な
状
況
の
場
合
に
は
、
構
成
市
と
連
携
し
た
対
応
も
い
た
し
ま
す
。

　
�　

今
後
も
適
正
な
保
険
料
を
確
保
す
る
た
め
、
公
正
な
納
付
を
お
願
い

し
て
、
持
続
可
能
な
介
護
保
険
の
運
営
に
務
め
て
ま
い
り
ま
す
。

第
54
回 

広
域
連
合
議
会
定
例
会

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

議
長　

佐
藤　

寛
治

　

こ
の
度
の
坂
井
地

区
広
域
連
合
議
会
七

月
定
例
会
に
お
き
ま

し
て
、
議
員
各
位
の

ご
推
挙
に
よ
り
、
議
長
の
要
職
に
就
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
広
域
連
合
で
は
、
介
護
保
険
事
業
や

環
境
事
業
な
ど
各
種
事
業
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
が
、
特
に
主
要
事
業
で
あ
る
介
護

保
険
事
業
に
お
い
て
は
、
高
齢
化
社
会
を

迎
え
る
な
か
、
団
塊
の
世
代
が
七
十
五
歳

以
上
と
な
る
二
〇
二
五
年
を
見
据
え
、
日

常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
が

重
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

理
事
者
と
議
会
が
一
体
と
な
り
第
六
期
介

護
保
険
事
業
計
画
の
実
現
を
目
指
し
、
圏

域
市
民
の
福
祉
向
上
に
努
め
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

議
長
と
し
て
責
任
の
重
大
さ
を
自
覚

し
、
あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
の
発
展
と
両
市

民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
、
更
な
る
努
力

を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の

ご
支
援
と
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
議
長
就
任
の
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。



広
域
連
合
議
会
の
議
員
の

皆
さ
ん
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略　

◎
議
長
、
○
副
議
長
）

議
会
運
営
委
員
の

皆
さ
ん
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略　

◎
委
員
長
、
○
副
委
員
長
）

 

坂
井
市
議
員

　
　
　
　

（
11
名
）

◎
佐さ
と
う藤　

寛か
ん
じ治

　

後ご
と
う藤　

寿と
し
か
ず和

　

川か
わ
ば
た端　

精せ
い
じ治

　

渡わ
た
な
べ辺　

竜た
つ
ひ
こ彦

　

前ま
え
が
わ川　

徹と
お
る

　

戸と
い
た板　

進す
す
む

　

吉よ
し
か
わ川　

貞さ
だ
あ
き明

　

川か
わ
ば
た畑　

孝た
か
は
る治

　

永な
が
い井　

純じ
ゅ
ん
い
ち
一

　

畑は
た
の野
麻ま

み

こ
美
子

　

田た
な
か中
千ち

か

こ
賀
子

 

あ
わ
ら
市
議
員

　
　
　
　

（
７
名
）

○
吉よ
し
だ田　

太た
い
ち一

　

仁に

ざ佐　

一か
ず
み三

　

平ひ
ら
の野　

時と
き
お夫

　

毛も
う
り利　

純す
み
お雄

　

北き
た
じ
ま島　

登の
ぼ
る

　

卯う

め目
ひ
ろ
み

　

杉す
ぎ
た田　

剛つ
よ
し

◎
毛も
う
り利　

純す
み
お雄
（
あ
わ
ら
市
）

○
吉よ
し
か
わ川　

貞さ
だ
あ
き明
（
坂
井
市
）

　

川か
わ
ば
た端　

精せ
い
じ治
（
坂
井
市
）

　

平ひ
ら
の野　

時と
き
お夫
（
あ
わ
ら
市
）

　

前ま
え
が
わ川　

徹と
お
る
　

（
坂
井
市
）
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■ 
永
井　

純
一 

議
員 

■

　
　
　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　

構
築
に
向
け
て

①�　

介
護
認
定
者
数
な
ど
の
推
計
に
基
づ
い

て
、
数
字
的
な
観
点
（
施
設
、
在
宅
な
ど

の
受
入
可
能
数
）
か
ら
、
現
状
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

②�　

今
後
さ
ら
に
な
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。

③�　

深
刻
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
介
護
人
材
の
不
足
が
あ
る
が
、
当
広

域
連
合
管
内
に
お
い
て
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
。

　
　
　

広
域
連
合
長

①�　

坂
井
地
区
の
将
来
の
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
数
は
、
第
6
期
計
画
推
計
値

で
は
平
成
29
年
度
に
６
，
４
１
７
人
、
認
定
率
18
・
8
％
と
な
り
、
平
成
37
年

度
で
は
７
，
０
４
２
人
、
認
定
率
20
・
1
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

�　

ま
た
、診
療
・
介
護
報
酬
の
同
時
改
定
、病
床
数
削
減
な
ど
、医
療
の
軸
を
「
入

院
か
ら
在
宅
へ
」
と
移
す
国
の
動
き
も
加
速
し
て
い
ま
す
。
坂
井
地
区
に
お
い

て
も
、
病
院
か
ら
施
設
や
在
宅
へ
と
溢
流
し
て
く
る
患
者
は
、
平
成
37
年
度
に

は
1
，
０
０
０
人
以
上
と
の
予
想
も
あ
り
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。

　

�　

医
療
か
ら
介
護
へ
溢
流
し
た
受
け
皿
は
在
宅
医
療
で
す
が
、
在
宅
医
療
と
介

護
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
東
大
や
県
と
の
共
同
研
究
事
業

を
通
し
て
、
他
に
先
駆
け
た
体
制
作
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

�　

坂
井
地
区
で
は
現
在
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
登
録
定
員
数
は
、
1
，

５
７
９
人
、
う
ち
特
別
養
護
老
人
施
設
の
定
員
は
６
９
８
人
で
す
。

　

�　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
住
宅
や
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
定
員
は
、
５
７
３

人
で
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

�　

平
成
30
年
度
か
ら
の
「
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
は
、
厚
生
労
働
省
の

定
め
る
「
医
療
介
護
の
総
合
確
保
指
針
の
改
定
」
を
踏
ま
え
て
、
医
療
計
画
と

連
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
従
来
と
大
き
く
異
な
る
点

で
す
。

　

�　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
さ
ら
な
る
医
療
と
介
護
や
多
職
種
で
の
連
携
強
化

が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
、「
坂
井
地
区
在
宅
ケ
ア
推
進
連
絡
協
議
会
」

を
設
置
し
、
課
題
の
抽
出
、
対
応
策
の
検
討
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

②�　

坂
井
地
区
の
状
況
を
把
握
・
分
析
し
、
第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、

施
設
整
備
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
在
宅
ケ
ア
を
支
え
る
連
携
な
ど
の
総
合

的
体
制
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

�　

当
広
域
連
合
が
昨
年
度
実
施
し
ま
し
た
、「
高
齢
者
の
住
ま
い
の
ア
セ
ス
メ

ン
ト
調
査
」
で
は
「
在
宅
を
続
け
る
た
め
の
支
援
で
困
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い

う
問
い
に
対
し
、
実
際
は
整
備
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
24
時
間
の

サ
ー
ビ
ス
」
や
「
訪
問
診
療
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
在
宅
ケ
ア
体

制
の
さ
ら
な
る
周
知
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

�　

ま
た
「
介
護
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
ど
こ
で
暮
ら
し
た
い
か
」
と
い
う
質
問

に
、
高
齢
者
の
53
％
が
「
今
後
と
も
自
宅
で
暮
ら
し
た
い
」
と
答
え
て
い
る
一

方
、
入
所
待
機
者
の
家
族
で
「
で
き
る
だ
け
自
宅
に
戻
っ
て
過
ご
し
、
最
期
も

自
宅
で
過
ご
し
て
ほ
し
い
」
と
答
え
た
人
は
6
・
5
％
し
か
い
な
い
と
い
う
結

果
も
出
て
い
ま
す
。

　

�　
「
で
き
る
だ
け
在
宅
と
き
ど
き
入
院
」
と
い
う
体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
で
、
実
際
に
は
「
で
き
る
だ
け
入
院
ほ
ぼ
施
設
」
を
望

む
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
家
族
と
本
人
の
意
向
の
ギ
ャ
ッ
プ

へ
の
対
応
も
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

　

�　

今
後
は
市
民
に
対
し
、
介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
最
後

ま
で
住
ま
い
続
け
る
事
が
で
き
る
「
坂
井
地
区
の
体
制
」
を
周
知
し
て
い
く
と

と
も
に
、「
在
宅
で
住
ま
い
続
け
る
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
持
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
、
坂
井
地
区
医
師
会
と
協
力
し
、
積
極
的
な
啓
発
に
取
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

③�　

介
護
人
材
の
不
足
は
坂
井
地
区
に
お
い
て
も
同
様
で
、
人
材
不
足
か
ら
来
る

現
場
の
疲
弊
が
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
量
の
低
下
を
ま
ね
か
な
い
よ
う
、

介
護
人
材
の
確
保
は
切
実
な
問
題
で
す
。

　
�　

実
際
、
事
業
所
の
休
止
や
廃
止
届
出
の
主
な
理
由
に
、
人
材
不
足
で
人
員
基

準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

�　

ま
た
、
医
師
や
看
護
師
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
現
在
、
坂
井
地
区
で
訪
問
診

療
に
対
応
し
て
い
る
診
療
所
は
26
ヶ
所
で
す
が
将
来
増
加
し
て
い
く
在
宅
医
療

を
支
え
る
に
は
不
足
で
あ
り
、
現
在
の
先
生
方
が
診
る
患
者
数
に
も
限
界
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
医
師
や
看
護
師
の
養
成
や
確
保
も
重
要
で
あ
り
、
多
く
の

医
師
が
訪
問
診
療
に
携
わ
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

�　

広
域
連
合
で
は
、
介
護
保
険
関
係
者
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
か
い
や
ケ
ア
マ

ネ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｉ
な
ど
を
通
じ
て
、
情
報
を
共
有
し
、
現

状
把
握
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
業
所
の
運
営
推

進
会
議
や
、
定
期
的
な
実
地
指
導
を
と
お
し
て
適
宜
、

助
言
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
県
と
連
携
を
取
り
な

が
ら
、
事
業
所
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

�　

今
後
も
医
師
会
や
多
職
種
の
職
能
団
体
、
構
成
市
と

と
も
に
、
坂
井
地
区
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
拡

充
に
務
め
て
い
き
ま
す
。
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　自宅で最期を迎えられるよう国が「在宅みとり」を推進する中、
自宅で亡くなる人の割合に大きな地域差があることが報道されまし
た。また、死亡場所の全国平均は自宅12.8％、病院75.2％と、病
院で亡くなる人が圧倒的に多く、「住み慣れた自宅で最期を迎えた
い」と希望している人が多い中、考えさせられることがたくさんあ
りました。
　高齢化は今後も急速に進みます。在宅医療や介護サービスの充実
は避けて通れない課題だと改めて認識しました。
　今年の夏は猛暑と予想されています。熱中症や体調管理に気をつ
けて心身ともに元気に過ごしてください。（Ｍａ）

◆
◆
編
集
後
記
◆
◆

◆
要
介
護
認
定
者
数
の
状
況
◆

　

介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
人
は
、交
通
事
故
な
ど

の
第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
怪
我
を
し
た
場
合
で
も
、

被
保
険
者
証
を
使
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
か
か
っ
た
費

用
は
加
害
者
が
負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
。当
広
域

連
合
が
一
時
的
に
立
て
替
え
た
あ
と
で
加
害
者
へ

請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

支
払
っ
た
介
護
給
付
が
第
三
者
行
為
に
よ
る
も

の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
広
域
連
合（
保
険

者
）
に
届
け
出
る
こ
と
が
法

令
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
な
ど
に
よ
り
要

介
護
等
状
態
に
な
っ
た
場
合

や
、
状
態
が
悪
化
し
た
場
合

は
、
届
け
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

介
護
保
険
課　

☎
９
１
‐
３
３
０
９（
直
通
）

★
広
域
連
合
か
ら
の
お
知
ら
せ
★

認定者
5,870人

要支援１
10.8%

要介護５
11.1%

要支援２
9.2%

要介護１
26.0%

要介護２
14.6%

要介護３
11.6%

要介護４
16.7%
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第２期　平成28年	 8月25日（木）
第３期　　　　　	 9月26日（月）
第４期　　　　　	 10月25日（火）
第５期　　　　	 11月25日（金）
第６期　　　　	 12月26日（月）
第７期　平成29年	 1月25日（水）
第８期　　　　	 2月27日（月）
※納期限までに納めましょう。

介護保険料の納期限は

交
通
事
故
な
ど（
第
三
者
行
為
）に

よ
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
つ
い
て

ホームページをリニューアルしました
　このたび、坂井地区広域連合のホームページをリニューアルし、８月１日に公開
しました。皆さまに様々な情報を提供できるように、情報を整理しデザインや構成
を一新しております。使いやすいホームページを目指し内容をさらに充実していき
ますので、引き続きよろしくお願いします。

【人】
あわら市 坂井市 計

要支援１ 149
（+2）

484
（+47）

633
（+49）

要支援２ 150
（-19）

389
（+2）

539
（-17）

要介護１ 397
（+12）

1,130
（+39）

1,527
（+51）

要介護２ 230
（-36）

630
（-25）

860
（-61）

要介護３ 188
（+1）

492
（-18）

680
（-17）

要介護４ 256
（+1）

724
（+21）

980
（+22）

要介護５ 193
（+7）

458
（-1）

651
（＋ 6）

計 1,563
（-32）

4,307
（+65）

5,870
（+33）

（　）内は前年同月比　(平成28年6月末現在)


